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垂水市の新たな挑戦

モデル地区による地域振興計画づくりへの歩み

垂水市役所企画課　西川　了助

１ 垂水市における地域振興計画と

は何か
（1）垂水市と鹿児島大学との連携について

垂水市と鹿児島大学との連携は，平成 17年度（2005年）

に始まります。大野 ESD自然学校事業の実施や防災マッ

プづくりなどに成果を挙げ，さらに平成 18年度（2006年）

には「第 4次垂水市総合計画の策定に関する協定」を結び，

市民と行政との手作りという策定方針のもと，大学の全面

的協力を得て平成 20年度（2008年）に策定しています。

そして，平成 21年（2009年）1月，垂水市の地域社会

の発展と市民福祉の向上を図ることを目的とする「包括連

携協定」の締結に至り，市企画課を窓口として一層の支援

体制の整備を図りながら，各担当課における連携事業へと

進んでいます。

この間の連携事業や取り組みについては，たとえば『生

涯学習教育研究センター年報第 5号（2008年 10月発行）』

における「第 4次垂水市総合計画と鹿児島大学公開講座／

堀留　豊」や，『同第 6号（2009年 10月発行）』における「大

野 ESD自然学校が作り出す多様な学び／羽生　文彦」で

報告を行っています。

　

（2）第 4次垂水市総合計画

垂水市において地域振興計画を策定する前提として位置

づけられる総合計画についてかんたんに触れておきたいと

思います。

地方自治法第 2条第 4項に，「市町村は，その事務を処

理するに当たっては，議会の議決を経てその地域における

総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定

め，これに即して行うようにしなければならない。」と定

められており，その位置づけは自治体が策定する計画の中

でも最上位とされています。これが総合計画です。垂水市

でもこれまで昭和 53年（1978年）「垂水市総合計画」，昭

和 63年（1988年）「垂水市新総合計画」，平成 10年（1998

年）「第 3次垂水市総合計画」がそれぞれ約 10年の計画期

間を持って策定されています。

今から 3年前の平成 20年（2008年）に策定された第 4

次垂水市総合計画は，より市民ニーズを取り込んだ計画を

作るという目的から，前述のとおり市民と行政の手作りに

よって策定するという方針が掲げられ，多くの市民が手間

ひまをかけて策定に取り組まれており，そこに生涯学習教

育研究センターの小栗有子准教授をはじめ，鹿児島大学の

多数の先生方が参加，参画くださっています。総合計画策

定の中心に据えた鹿児島大学公開講座は全 20回，参加者

は延べ 835名に上ります。計画づくりの過程をここまで重

要視する手法はこれまでの総合計画づくりにはなかったの

ではないかと思います。

【図１】垂水市ホームページより
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（3）基本構想の中にある地域振興計画

前頁の【図 1】に示すように，総合計画の構造は「基本

構想」，「基本計画」，「実施計画」と，大きく三層に分かれ

ています。その中でも，まちづくりの理念やまちの将来像

など，10年間不動の方針を謳う部分が基本構想です。非常

に重たいと言うことができます。

ここで，第 4次垂水市総合計画はその基本構想第 4章に

おいて，「地域づくりの考え方」を次のように定めています。

【第 4次垂水市総合計画基本構想（P23）より全文】

第 4章地域づくりの考え方　第 2節地域振興計画

地域拠点地区においては，それぞれに文化や歴史，社

会資源があります。それらを反映した地域の特性をそこ

に住む住民が理解し，地域の将来をみんなで考えていく

必要があります。また，それぞれの拠点地域にある特性

の理解を深めることによって，拠点地域間の連携が生ま

れ，相乗効果による活性化が期待できます。

このため，地域拠点地区において，地域づくりの考え

方や地域の将来像を盛り込んだ地域振興計画を定めて，

地域の特性を生かしたまちづくりを地域住民の手で進め

ていきます。

（アンダーラインは報告者）

つまり，見出しの地域振興計画とは，総合計画の基本構

想の中で策定することがあらかじめ位置づけられていま

す。市内に 9つある地域拠点地区それぞれで地区計画の策

定のために動きをつけることになっているのです。報告者

が平成 22年度以降担当しているポジションがその計画策

定に関することであり，計画策定の事務局として企画課が

あります。

　

（4）モデル地区に大野地区を選定

垂水市のこれからの地域づくりについてはこうした経緯

や背景があり，考え方は整理されています。市では，小栗

准教授とも相談のうえ，9地区一斉に計画づくりを行うの

ではなく，モデルとなる地区を選び，モデル計画を最初に

ひとつ作る戦略を採用しました。そこで選定されたのが大

野地区でした。平成 20年度（2008年）のことです。モデ

ル地区選定の関連や，平成 21年度（2009年）モデル地区

1年目の取り組みや苦悩については『鹿児島大学生涯学習

教育研究センター年報第 7号（2010年 10月発行）』におけ

る，「垂水市大野地区における地域振興計画づくり／岩元

　卓史」で詳述しています。

モデル地区に選定された大野地区がどういうところなの

かについては，以下に若干の紹介をします。鹿児島大学農

学部附属高隈演習林の事務所は大野地区にありますので，

関係の方は訪れたことがあると思います。

・大野地区とは

市の東部に連なる高隈連山の麓標高約550ｍに位置し，

大正３年（1914 年）の桜島大噴火と戦後の入植者により

開拓された歴史を持つ。現在，大野原，垂桜の２振興会

に約 60 世帯が暮らしている。 

市の代表的な景勝地たる高峠つつじヶ丘公園内には約

10 万本のつつじが自生し，春は花見の好適地。

地区では気候を生かした農林畜産業が盛んなほか，大

野ESD自然学校（旧大野小中学校）には地区の魅力を求め，

体験学習などに市内外から多数の人々が訪れている。 

また，地元農林産品加工グループ「高峠・わかば」に

よるお菓子など加工品研究開発の取り組みも進められて

いる。ニンジン，インゲン，サツマイモを使ったプリンや，

サツマイモのチップスである「イモリコ」が人気。

平成 22 年（2010 年）12 月に地区公民館などの主催で

初開催された物産展「大野原 (うのばい )いきいき祭り」

は約 800 名もの来場者でにぎわうなど，地区全体が活気

づいている。

（垂水市ホームページなどから作成）
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２ 「計画書（初版）」ができるまで
では，ここからは地域振興計画づくりのモデル地区とし

て平成 21年度（2009年）に引き続き平成 22年度（2010年）

に計画策定のため取り組んだ大野地区のこの 1年を振り返

りながら事務局としてやってきたことの一端を，個人的に

感じたことや反省などを交えて報告します。

（1）計画づくりと地域担当職員

垂水市では，平成 20年度（2008年）から「地域担当職

員制度」という名称で，市内の地区ごとに担当職員を設置

する制度を始めています。これは，市内各地区公民館から

の要請に応じて活動するもので，勤務形態はボランティア

です。

大野地区における地域担当職員の平成22年度のリーダー

は地元出身の職員であり，現地話し合いには事務局からも

出席について声をかけ，特に話し合い前半（意見や要望を

出し合う期間）における進行役を依頼しました。この考え

方は以下の図のように，市の中で推進体制として組み入れ

られているものです。

地域振興計画は，地域の話し合いで出された生の声が基

本となると考えます。地域担当職員が話し合いに加わるこ

とで，出席者もより意見や要望が出しやすくなり，また，

地区と行政との間の「距離」を縮める効果もあったと思い

ます。実際，毎回活発な議論とともに多くの意見が出され，

地域担当職員には非常に大きな役割を担っていただきまし

た。

地域担当職員の位置づけのほか，計画づくりの全体的な

推進体制については同図のとおりです。なおこの図は，「平

成 22年度地域振興計画策定事業推進要領」で定められて

おり，市の組織的な決定を得ているものです。

（2）進め方，考え方

　①大野地区の体制

公民館活動の実態や程度と相関するものではありません

が，大野地区公民館には，組織体制として，たとえば「○

○部」等の専門部組織又は下部組織の体制がなかったため，

話し合いを進めていくにあたって事務局から次の提案をし
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ました。すなわち，現在地区公民館組織を構成しているさ

まざまな組織，団体を計画づくりの考え方として欠かせな

い 3分野（福祉・教育部門，産業部門，住環境部門）に分

類し，それぞれの部門で話し合いを個別に行おうというも

のです（上図は地区に提案した分類図）。

しかし，この提案は地区のみなさんには最終的には受け

入れられませんでした。前半（平成 22年 11月）の話し合

いでは，一応この考え方をもとに各部門で 1回ずつの話し

合いが行われましたが，そのときも，「該当部門以外の人で

出席できる人は出席しても構わない，むしろみんな出席し

てください」という条件が付いています。3部門の考え方が

受け入れられなかった理由としては，各組織，団体で分か

れていても，その代表者が重複しており，結局全部門に出

席することになる人が意外と多いという事情がありました。

しかし，それを上回る理由は，「みんなの計画だからみ

んなで考える。分ける必要はない」という考え方でした。

まったく以てもっともです。事務局としては，計画策定に

当たって効率を考えたり，なるべく住民の方々への負担が

分散するよう配慮したつもりでしたが不要だったようで

す。以後，全体的に声をかけ，場合によっては地区の全戸

へ出席を要請しながら話し合いを進めていくことになりま

す。実際には，1回の話し合いに集まった地区の方々は十

数名から 20名前後でしたが，今振り返ると，大野地区に
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は策定主体としての意識の高さ，地域づくりの姿勢として

かなり大事な条件をクリアしていたと思います。

　②話し合いで進めてきたこと

前頁の表のように，計画書（初版）は，平成 22年度中

に計 11回の話し合いを経て完成しています。話し合いで

進めてきた内容について大まかには，「意見を出し合う」

期間から「出された意見を整理する」期間を経て，最後に「資

料としての仕上げ」を行うという組み立てです。

特筆すべきは，平成 22年 12月に両振興会が臨時総会を

開いていることです。地区の住民全員が対象となる「総会」

を開くことによって，全体で確認する意識の強さがここで

もうかがえます。なお，両振興会は，平成 21年度（2009年）

にも計画づくりのモデル地区になることを決定するための

臨時総会を開き，意志決定を図っています。

事務局としては，話し合いの開催や日程を通知すること，

資料（過去の取り組みやたたき台）を準備すること，話し

合いの内容を記録すること，その内容を地域担当職員や社

会教育課，市関係各課，小栗准教授に報告することなどを

努めて細かに行いました。

また，出された意見を整理する過程で，市関係各課の課

長へ話し合いへの出席を要請しています。これは，計画に

盛り込まれる予定の行動計画の中で各行政分野が関わる事

業計画や課題に対し支援や助言を得，より実効をあげられ

る計画づくりを進めていくためです。2度の日程に分け，

計 8課の課長等が出席しましたが，「大野づくり計画」の

策定過程で住民と関係課長との直接対話が実現しているこ

とも成果のひとつであると思います。

（3）計画づくりに関する工夫あれこれ

　①「地域のありたい姿」イメージ

上の図は，平成 22年（2010年）7月末に大野地区で行っ

た地区の運営委員に対する説明会のために事務局で作成し

た資料の一部で，「大野づくり計画」の再スタートを切る（モ

デル地区となって 2年目に入っていた）ための説明資料で

す。計画書にもそのまま掲載しました。

図では，「計画策定」から横軸に「時間の経過」を示す

とともに，「行動計画」の「実践」による課題の「解決」や，

行動しながら計画の「見直し」を行うことに伴って「あら

たな行動計画」が出現すること，あるいは，「実践」によっ

て「地域のありたい姿」の実現に向かうイメージを矢印記

号や，より高みに向かう地域の姿を三角形で表してみたも

のです。

なお，同図で「大野づくり計画」と「地域のありたい姿」

の表記については，当初報告者は「まちづくり計画」及び「地

域のあるべき姿」としていました。小栗准教授よりご指摘
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いただき，変更したものです。変更したことでより身近に，

また，住民の方々にもより考えやすく，取っ掛かりやすく

なったのではないかと思います。

係内協議を繰り返し行い，見れば分かる，伝わる資料づ

くりに努め，報告者にとってはパソコン操作を含め勉強に

はなりましたが，実は作りながらも疑問と不安が入り混

じっていました。たしかに市としても初めての地区計画づ

くりですから，策定事務局として試行錯誤は承知のうえで

す。ですがたとえば，一体何を以て「地域のありたい姿」

なのか，住民は計画づくりやその計画に沿って行動するこ

とに対してどう思っているのか，行政の私たちには何が求

められているのか，もっと言えばそもそも計画を作って住

民に何か良いことがあるのか，などについては報告者に

とっては超難問，超難題でした。計画づくりを進めながら

徐々にみえてきた部分はありますが，当初から明確な見通

しや解答などは持っていなかったと言わざるを得ません。

「なんか思い通りにいかないなあ。」という場合の前提とな

る「思い」がないと試行錯誤すら難しく，そんな中での実

地の話し合いでした。

　②全戸意見募集

上は，計画づくりの本格的な話し合いがスタートした平

成 22年 11月初，話し合い日程に並行して実施した住民意

見募集の書式です。

両振興会全 50戸へ配布し，約半数の 24戸から回答があ

りました。表裏 1枚でまとめることを基本に工夫して作成

しました。回答の中には，「今のままで良い」とひと言記

入されているものや，一方で，継ぎ紙を自分で用意し，多

くの項目からなる提言の形で回答された方もあります。そ

れらの貴重なご意見はその後の話し合いに生かされ，計画

書の本体にも反映しています。

なお回答方法を記載している中で，「提出が難しい方は

電話で述べても構わない」という一文があります。これは

地区公民館長からのうれしい提案でした。計画づくりにあ
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たって，みんなで考える，みんなの大事な計画であるとい

う思いから，ひとつでも多くの意見集約にかける意気込み

が伝わってきます。

この書式自体は，計画書に掲載していません。「こんな

こともやった」取り組みのひとつとして，計画書内の資料

に加えれば良かったと反省しています。

　③出された意見，要望の整理，選択，絞り込み作業

話し合い前半に「意見を出し合う」期間を設けたことは

前述したとおりです。寄せられた意見の数は行政への要望

を含めて 102にのぼりました。話し合いの後半に進む段階

になって，話し合いへの出席者（地区公民館の運営委員全

員が対象となっている）の間で，意見等の整理や選択，絞

り込みが必要との考えで一致したため，すべての意見を振

り返りながら整理作業が行われました。ハードな日程の中，

地区公民館長が的確にまとめてくださり，最終的に 102か

ら 28に整理されています。この作業がないと計画書はま

とまらなかったかもしれません。ただし，出された意見の

全部は消えてしまわないように計画書後半に参考資料とし

て掲載し，今後計画の見直し時において活用されます。

　

　④行動計画のページ

次に，計画書の心臓部である行動計画について記述します。

話し合いによって整理された 28項目の「こうありたい」

意見や要望に対し，「だれが，いつ，どのように動くか」

を計画書に明記することが，計画づくりの使命のひとつで

す。それは，活用することが前提の計画だからです。

上の表の様式のとおり，各「こうありたい」の右横には

まず「だれが動くか」の欄を設けました。つまり，主語を

「地域」，「市」，「県，国」の 3つに分けて記載することによっ

て，行動する主体を明らかにしたものです。加えて，行動

主体が「市」である場合，所管課まで記載することによって，

見る人によりわかりやすくなっています。

「いつ，どのように動く？」については，計画期間の 10

年を「前期（1～ 3年目）」，「中期（4～ 6年目）」，「後期（7

～ 10年目）」に区分し，話し合いによって優先度を加味し

た行動計画の記載に努めています。行動計画の具体性の程

度については，項目によってどうしても差があります。し

かし，地区住民の生の声やそのときどきの話し合いの中か

ら生まれた言い表しを基にした記載であることは間違いな

いので，ベースはしっかりしていると考えます。行動に移

す段になればそのベースから自由な広がりを見せていくの

ではないかと期待できます。別な言い方をすれば，「こう
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ありたい」のためなら，地域は記載のないことでも行動す

るのです。

それから，様式の上部に「わたしたちは大野の人をふや

したい（住む人・来る人）」と書いています。これは，意

見を出し合う期間のピーク時（平成 22年 11月 24日）に，

「いろいろ意見は出たが，結局は『集落の人口を増やしたい』

という一点に集約することができるのでは？」という議論

があったことに由来します。大野地区の「10年後のありた

い姿」の中でも一番のねがいとして位置づけました。

　⑤通信「大野のいま」の発行

計画づくりの意識をさらに高めるため，また，策定の過

程を大事にする観点，さらには委員や出席者だけではなく，

みんなが考える「大野づくり」であるためのひとつの手法

として，事務局で通信「大野のいま」を作成し，両振興会

長の協力を得て地区内の全戸へ配布することにしました。

通信では，出席者の発言をそのまま引用しながら，話し

合いに出席していない住民の方々にも計画策定の動きを紹

介し，また，読んでもらえばその日の様子がわかるように，

同時に現場感を伝えられるように努めました。

不定期でしたが，8号まで発行しています。そのうち，

11月の本格的な話し合い開始から計画書の印刷に入るまで

の 1号～ 7号は，計画書にも資料としてそのまま掲載しま

した。上記の通信はその中から垂桜振興会の臨時総会の様

子を報告している第 5号の表面です。

通信発行の作業自体には前述のねらいがあったととも

に，振り返って考えると，通信を作っていたおかげで，「あ

の日の話し合いはこうだった，あの日はこの点を確認して
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いる」など，発行ごとに区切りというか節目というか，計

画策定に向かう進捗状況が見える形である程度整理されて

いると言うことができ，事務局としてもなかなか有効に活

用することができていたと思います。報告者は今でも読み

返しています。

タイトルの「大野のいま」と，下段の「だれが，どのように，

何をする？（毎号共通）」は，小栗准教授が平成 22年（2010

年）10月に報告者に引き合わせてくださった「地元学ネッ

トワーク」主宰の吉本哲郎先生からご指導いただいた際に，

先生が話しておられたことを報告者がメモしていた中から

採りました。

ちなみに，当時使用していたパソコンには中国唐代の書

家である顔真卿の楷書のような筆文字風フォントが入って

おり，通信を手に取った方々に特に目にしてほしい言葉の

部分に採用しました。個人的に好きな書風です。以下に載

せている計画書表紙にもこの字体を使いました。

（4）計画書（初版）の完成と報告会の実施

資料として初版の完成をみた計画書（初版）は事務局で

印刷製本し，平成 23年 3月中旬に地区の全戸に配布しま

した。

大野地区では計画書（初版）の報告会として，同年 3月

25日，鹿児島大学公開講座を活用し，地区の全住民に呼び

かけて「大野づくり計画報告会」を実施しています。小栗

准教授の基調講演では，モデル計画策定に住民も行政も膨

大なエネルギーを投入していることや，活用を前提とした

計画づくりとなっていること等に対して評価をいただきま

した。他方，大野の地域個性がまだ計画書上で十分見えて

こない点が課題として挙げられ，もっと地域を調べること

が必要であることが分かりました。

報告会には地区のみなさんをはじめ，行政からも尾脇市

長や行政関係者等全 35名が参加し，大野地区のやる気を

確認しました。

市においては，計画策定を受けて平成 23年 4月に庁内

の機関会議で同計画が策定されたことを報告するとともに

計画書を全課へ配布し，「大野づくり」への支援をあらた

めて依頼したところです。

計画書の全体は平成 23年 6月以降，市のホームページ

でも公開しています。

「大野づくり計画報告会」での小栗准教授の

基調講演に聞き入る大野地区の方々　　　

３　結びにかえて
（1）行動から広がる大野づくり

このように，大野地区は計画づくりをきっかけに大きな

一歩を踏み出しました，と書いて終わりたいところですが，
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大野地区の場合はそうではありません。

と言うのも，たとえば，計画策定途上の平成 22年 12月

18日付『南日本新聞』に上記のようなコラム記事が掲載さ

れました。これは，平成 22年 12月 12日に大野地区公民

館が初めて開催し，800名近い来場者でにぎわった「大野

原 (うのばい )いきいき祭り」に関連して，地域の人たち

が自分たちの努力で周りにある身近なものを，「地域の宝

（ここでは「つらさげいも」）」として「発見」した話です。

このほか，郷土芸能である棒踊りに関して鹿児島大学の

学生を巻き込んだ奉納をしたり，自治公民館を活用した高

齢者のサロンが開設され盛り上がっていたり，計画ができ

上がる前に，地区主体の「大野づくり」はいろんなところ

で既に展開されていました。計画ができ上がる前から既に

地区として行動に移しておられたのです。

こうした地区主体の充実した取り組みを見るにつけ，行

政の立場で地域づくりや地域の活性化を仕掛ける立場だっ

たはずが，何か地区や地区の人々が，報告者とは次元の違

うずいぶん高いところに行ってしまったような，自分の職

業上の居場所がないような感覚を覚えたことが何回かあり

ます。

（2）行動と話し合いの相乗効果？

ただ一方で，計画策定のために事務局で日程を設定し繰

り返し行った話し合いの当日になると，館長をはじめ地区

のみなさんが集まり，毎回予定の時間をオーバーしてまで

熱心な議論が続いたのも事実です。平日の夜がほとんどで

す。もちろん，「話し合い」はただ集まって言いたいこと

だけを言ったり行政への不満や要望を言ったりするだけの

ものではありません。前回の話し合いまでに整理されたこ

とを確認するだけでもエネルギーを要しますし，次回の話

し合いまでにそれぞれ考えておいていただくための「宿題」

的な資料配布もありました。行動から広がる「大野づくり」

と，「大野づくり計画」を作るための真剣な議論が，並行

して，確かに繰り返されました。そこに相乗効果のような

現象が起こっていたとも考えられます。報告者としてはそ

う思いたい心境でした。

　

（3）いまの大野

ともあれ，平成 23年 4月以降，計画書に基づいた地区

のいくつかの取り組みも始まっています。そこには，主体

的に行動する大野地区と，分野やテーマに応じて応援する

市関係課との協働状況も現れています。共生とか協働と

いった，もはや全国どの自治体でもほぼ例外なく使われて

いる地域づくりの在り方のケースとして考えて良いのでは

ないかと思います。もちろん計画書に基づく「大野づくり」

は始まったばかりです。市として地区の行動，実践に対す

るフォローを図ります。

（4）行政のいま

平成 23年度における市の取り組み方針も紹介します。

企画課地域政策係では，地域振興計画に関連して次の 4点

について，係を挙げて取り組むこととしています。

①地区公民館と連携して新たに 1地区で地域振興計画を

策定する

②策定後 1年目の大野地区に対するフォロー

③地域担当職員制度の充実・強化のための協議

④計画を実行するための新たな制度構築と実施

①については，平成 23年 8月現在，水之上地区で計画

策定のための策定委員会が起ち上がっています。事務局と

しては何といっても「大野づくり計画」という頼りになる
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参考事例を提げて話し合い活動等に入ってゆけます。水之

上地区としても大野地区とは公民館組織機構や地区の規模

は違いますが，「大野づくり計画」の計画書や策定過程を

参考にされ，今後の進め方を検討しています。

②については前述のとおり。

③については，計画の策定事務局として課題とした点に

ついて，市関係課との協議を行うものです。

市関係課長も出席した現地話し合いの様子

（平成 23 年１月 21 日）

④については，いままさに構築中ですので，報告等につ

いては別の機会に譲ります。

最後に，モデル地区として計画策定に取り組んだ大野地

区公民館長をはじめ大野地区公民館運営委員，大野地区の

方々の，計画策定に向けた行動やご努力に対し敬意をあら

わし，報告とします。


